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児童福祉法第��条第�項の規定に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 溝 口 善兵衛
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児童福祉法第��条第�項の規定に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正する規則

児童福祉法第��条第�項の規定に基づく費用の徴収に関する規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のように改

正する。

別表第	中「含む。）」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

（平成
年法律第��号）による支援給付受給者」を加える。

別表第�中「及び母子生活支援施設」を「、母子生活支援施設、児童自立支援施設通所部及び情緒障害児短期治療施設

通所部」に改め、「（単給世帯含む。）」を「（単給世帯を含む。）及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰

国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯」に、
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児童福祉法第��条第�項の規定に基づく費用の徴収に関する規則の一部を改正す （青少年家庭課）
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	 規則の概要

� 母子生活支援施設における母子保護の実施並びに里親への委託及び乳児院等への入所の措置に係る費用

の徴収額についての世帯の階層区分の改正（別表第�関係）

� 助産の実施に係る費用の徴収額についての世帯の階層区分の改正（別表第!関係）

� 乳児院への短期入所措置に係る費用の徴収額についての世帯の階層区分の改正（別表第"関係）

� その他規定の整理

� 施行期日

平成��年#月	日から施行することとした。
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附則第�条第�項」を「、同法附則第�条第�項及び第�条の�第�項」に改め、同表の備考の�中「、経済社会の変化

等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律（平成��年法律第�号）」を削り、同表の備

考の�の�を次のように改める。

� 租税特別措置法第��条第	項から第�項まで、第��条の�、第��条の�
の�第	項及び第��条の�
の�第	項

別表第�の備考の�の�中「これらの者」を「児童若しくは者、児童福祉法第��条の�の規定により障害児施設を利用

する児童、障害者自立支援法（平成��年法律第��号）第�条の自立支援給付の受給者（同法第�条第�項、第�項及び

第�項から第��項までに規定するサービスに限る。）又は同法附則第��条の特定旧法受給者」に改め、同表の備考の�の

�に次のように加える。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和��年法律第��号）第��条の規定により精神障害者保健福祉

手帳の交付を受けた者

別表第�の備考に次のように加える。

� 里親に委託されている児童及び母子生活支援施設に入所している児童が、児童自立支援施設又は情緒障害児短期治

療施設へ通所する場合の通所に係る費用徴収は、次の算式により日額を徴収する。

算式 徴収金基準額÷当該月における施設の開所日数×当該月において施設に通所した日数

（注） ��円未満の端数は、切り捨てる。また、「開所日数」とは、日曜日、国民の祝日及び休日を除いた日数を

いう。

別表第�中「含む。）」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に

よる支援給付受給世帯」を加え、同表中「������円」を「�����円」に改め、同表の備考の�中「及び同法附則第�条第

�項」を「、同法附則第�条第�項及び第�条の�第�項」に改め、同表の備考の�中「、経済社会の変化等に対応して

早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」を削り、同表の備考の�の�を次のように改める。

� 租税特別措置法第��条第	項から第�項まで、第��条の�、第��条の�
の�第	項及び第��条の�
の�第	項

別表第�の備考の�の�中「（平成��年法律第�号）」を削り、同表の備考の�の�中「これらの者」を「児童若しく

は者、児童福祉法第��条の�の規定により障害児施設を利用する児童、障害者自立支援法第�条の自立支援給付の受給者

（同法第�条第�項、第�項及び第�項から第��項までに規定するサービスに限る。）又は同法附則第��条の特定旧法受

給者」に改め、同表備考の�の�に次のように加える。

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第��条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

別表第�中「含む。）」の次に「及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に
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「、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律」を削り、同表の備考の

�の�を次のように改める。

� 租税特別措置法第��条第�項から第�項まで、第��条の�、第��条の��の�第�項及び第��条の��の�第�項

別表第�の備考の�の�中「（平成��年法律第	
号）」を削る。

� �

� この規則は、平成	�年�月�日から施行する。

� この規則による改正後の児童福祉法第�条第�項の規定に基づく費用の徴収に関する規則の規定は、平成	�年�月分

以後の費用徴収について適用し、同年�月分以前の費用徴収については、なお従前の例による。
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)
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